
第１章　総　則
第１条（約款の適用）
　株式会社ＳＴＮｅｔ（以下「当社」といいます）は、このＮｅｔｗａｖｅインターネットサービス契約約款（以下「約
款」といいます）に従い、Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを提供します。
第２条（約款の変更）
　当社は、お客さまの承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
件は、変更後の約款によります。
２．約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなるお客さまに対し、事前にその内容につい
て通知します。
第３条（用語の定義）
　この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用　　語 用語の意味
（１）Ｎｅｔｗａｖｅイン
　　　ターネットサービス

当社が当社の通信設備および電子計算機等ならびに第一種電気通信事業者の電気通信回線
を使用して、お客さまに提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス

（２）利用契約 Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの提供を受けるための契約
（３）お客さま 当社と利用契約を締結している者
（４）顧客設備等 お客さまがＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの提供を受けるため、電気通信回線を

経由して接続したお客さまが管理する端末設備、電子計算機およびその他の機器
（５）サービス用設備 Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを提供するために当社に設置した、当社の通信設

備および電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置、その他の機器およびソフトウェア
をいいます）

（６）サービス用通信回線Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを提供するため、サービス用設備と他のインター
ネット事業者との間およびサービス用設備相互を接続する第一種電気通信事業者の電気通
信回線

（７）アクセス回線 顧客設備等をサービス用設備に接続するために、当社もしくはお客さまが第一種電気通信
事業者から借りる電気通信回線（専用回線、電話回線、ＩＳＤＮ回線等）

（８）アクセスポイント 顧客設備等をアクセス回線を経由して、サービス用設備と接続するための当社の接続ポイ
ント

（９）ネットワーク接続
　　　　　　　　　　装置

Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを提供するためにアクセス回線と顧客設備等を接
続する装置

（１０）ルータ データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置
（１１）専用線ＩＰ
　　　　　　　　サービス

当社のネットワークセンタに設置されているルータと、当社がお客さまの建物内に設置す
るネットワーク接続装置とを加入者専用回線により結んで、インターネットプロトコルに
よる相互通信を提供し、電子メール・電子ニュース等のメッセージ交換機能、遠隔ログイ
ン、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス

（１２）ダイヤルアップ
　　　　サービス

当社のネットワークセンタに設置されているルータと、お客さまの使用するひとつの端末
とを電話回線あるいはＩＳＤＮ回線を使用して結んで、その端末に対してインターネット
プロトコルによる相互通信を提供し、電子メール・電子ニュース等のメッセージ交換機能、
遠隔ログイン、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス

（１３）ＬＡＮ型ダイヤル
　　　アップサービス

当社のネットワークセンタに設置されているルータと、お客さまの使用するネットワーク
とをＩＳＤＮ回線を使用して結んで、そのネットワークに対してインターネットプロトコ
ルによる相互通信を提供し、電子メール・電子ニュース等のメッセージ交換機能、遠隔ロ
グイン、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス

（１４）Ｂフレッツ接続
　　　　サービス

当社のネットワークセンタに設置されているルータと、お客さまの使用するひとつの端末
とをＮＴＴの地域ＩＰ網（Ｂフレッツベーシック）を経由して結んで、その端末に対して
インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、電子メール等のメッセージ交換機
能、遠隔ログイン、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス

（１５）ユーザＩＤ Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスのダイアルアップサービス等を利用するお客さま
に当社が付与する識別番号

第４条（サービスの提供区域）
　当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。

第２章　Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの内容
第５条（サービスの種類および内容）
　Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの種類およびその内容は別表１に規定するとおりとします。

第３章　利用契約の締結等
第６条（最低利用期間）
　Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの最低利用期間は、利用契約毎に利用契約開始日から１年とします。ただし、
ダイヤルアップサービス（月額固定）およびＢフレッツ接続サービスの最低利用期間は有料利用期間３ヶ月、オプショ
ンサービスの最低利用期間は別に定めるサービスガイドによります。
第７条（利用申込）
　Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの利用契約の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記入し
た当社所定の申込書を当社に提出していただくことにより行います。
第８条（利用契約の成立）
 　利用契約は、前条の申込に対し当社が当社所定の申込み確認書を発行することにより承諾し成立するものとします。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うこ
とがあります。
（１）申込書に虚偽の事実の記載があったとき
（２）申込者がＮｅｔｗａｖｅインターネットサービス料金（以下「サービス料金」といいます）等の支払いを怠
るおそれがあるとき

（３）申込者が第２２条（利用の停止）に該当するとき
（４）当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
（５）申込に係るＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスを提供するための加入者専用回線の設置について、第１
種電気通信事業者の承諾が得られないとき

（６）申込者が当社またはＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サー
ビスを利用するおそれがあるとき

（７）その他（１）から（６）までに類する事項があるとき
２．前項の規定により、Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの利用を承諾しかねる場合は、当社は、申込者に対し、
書面を持ってその旨を通知します。
３．当社がＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの種類により、ユーザＩＤを設定した場合は、第１項の承諾のとき
にこれをお客さまに通知します。
第９条（ユーザＩＤおよびパスワードの管理責任）
　お客さまは、当社が付与したユーザＩＤまたはパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、
質入などすることはできません。お客さまは、この約款に基づき付与されたユーザＩＤおよびパスワードの管理責任を
持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
２．お客さまは、ユーザＩＤまたはパスワードが窃用され、または窃用される可能性のあることが判明した場合は、直
ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
第１０条（利用契約に基づく権利譲渡の禁止）

　お客さまは、第１１条（お客様の地位の承継等）に規定する場合を除き、利用契約に基づいてＮｅｔｗａｖｅインタ
ーネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第１１条（お客様の地位の承継等）
　相続または法人の合併によりお客さまの地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から３０
日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。
２．当社はお客さまについて次の変更があったときは、そのお客さままたはそのお客さまの業務の同一性および継続性
が認められる場合に限り、前項のお客さまの地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。
（１）個人から法人への変更
（２）お客さまである法人の業務の分割による新たな法人への変更
（３）お客さまである法人の業務の譲渡による別法人への変更
（４）お客さまである法人格を有しない社団の代表者の変更
（５）その他（１）から（４）までに類する変更

第１２条（お客さまの氏名等の変更）
　お客さまは、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地またはクレジットカードの番号またはクレジットカー
ドの有効期限について変更があったときは、変更があった日から３０日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただ
きます。
２．お客さまは、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき（顧客設備等の追
加、変更、削除等を行うことを含みます）は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更事項に応じ
別途定める期日までに当社に提出していただきます。
第１３条（お客さまの義務)
　お客さまがＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスを経由して国内外の他のネットワークと通信を行う場合、お客さ
まは経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として利用しない
ものとします。
第１４条（第三者の権利侵害の禁止）
　お客さまは、Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを通じて、文章、写真、ソフトウェアなどを公開する場合、第
三者の著作権、その他の権利を侵害しないものとします。

第４章　回　線
第１５条（サービス用通信回線)
　当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスを提供します。
第１６条（加入者専用回線の契約等)
　Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを提供するため、アクセス回線に第一種電気通信事業者の専用回線を使用す
る場合、原則として当社が第一種電気通信事業者と契約するものとし、当該専用回線は、当社の単独契約専用回線とし
ます。
２．利用契約が解約されたとき、または加入者専用回線の変更があったときは、当社は、お客さまに対し、当該解約ま
たは変更により利用しないこととなった専用回線の施設設置負担金相当額を返金するものとします。ただし、第２５条
に規定するところにより解約する場合には、この限りではありません。

第５章　顧客側設備等
第１７条（顧客設備等の設置)
　お客さまは当社からＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、顧客設備
等を設置していただきます。
２．お客さまが使用する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、インターネット
サービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
３．Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスにおける技術的事項は、別途定めます。
第１８条（当社のネットワーク接続装置）
　お客さま側に設置するネットワーク接続装置は、原則として当社が設置し、アクセス回線と顧客設備等とを接続しま
す。ただし、ダイヤルアップサービスおよびＢフレッツ接続サービスについては、お客さまが設置するものとします。
２．アクセス回線および当社のネットワーク接続装置を設置する場所を、お客さまに提供していただきます。
３．お客さま側に設置する、当社のネットワーク接続装置およびＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスに係る加入者
専用回線に関して必要となる電気は、お客さまに提供していただきます。
４．お客さま側に設置する当社のネットワーク接続装置について、お客さまは、次のことを守っていただきます。
（１）当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取外し、変更、分解または破壊
を
しないこと

（２）当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意を持って管理すること
５．前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失または破壊したときは、お客さまは、お客さまの負担に
おいて、当該装置を回復または修理するものとします。
第１９条（異常が生じた場合の措置）
　お客さま側に設置した当社のネットワーク接続装置が正常に機能しないときは、お客さまは、直ちにその旨を当社に
通知するものとします。
２．前項の通知があったときは、当社の社員または当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行う
ものとします
３．第２項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかになったときは、お客さまは、当社
に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
４．第２項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障があり、当該故障がお客さまの責に帰すべき事由により
生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、お客さまに負担していただきます。
第２０条（お客さまの維持責任）
　お客さまはＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよ
う維持していただきます。
２．お客さまは、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつ
けないものとします。

第６章　利用の中止および停止ならびにサービスの廃止
第２１条（利用の中止）
　当社は、次の場合には、Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの提供を中止することがあります。
（１）サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき、および障害などやむを得ない事由があるとき
（２）第一種電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき
（３）当社が接続する他のインターネット事業者の都合によりサービスの提供が不能なとき
（４）その他（１）から（３）までに類する事項
２．当社は、前項の規定によりＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を
お客さまにお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第２２条（利用の停止）
　当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、６ヵ月以内で当社が定める期間、Ｎｅｔｗａｖｅインターネッ
トサービスの利用を停止することがあります。
（１）サービス料金等、お客さまが約款に基づき、当社に支払うべき料金などをその支払期日を経過してもなお支
払わないとき
（２）第９条（ユーザＩＤおよびパスワードの管理責任）、第１４条（第三者の権利侵害の禁止）、第１７条（顧
客設備等の設置）第２項、第１８条（当社のネットワーク接続装置）第４項、または第２０条（お客さまの維持責
任）の規定に違反したとき
（３）違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスを使用した

とき
（４）当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において
Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを使用したとき
（５）当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止されたとき
（６）その他（１）から（５）までに類する事項のとき
２．当社は、前項の規定によりＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止
をする日および期間をあらかじめお客さまにお知らせします。
３．第１項の規定によりＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの提供が停止された期間のサービス料金は、当該Ｎｅ
ｔｗａｖｅインターネットサービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第２３条（サービスの廃止）
　当社は、都合によりＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
２．当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、お客さまに対し廃止する日の３ヵ月前までに、書面により
その旨を通知します。

第７章　利用契約の解約
第２４条（お客さまが行う利用契約の解約）
　お客さまは、当社所定の書類に解約するＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの種類、解約日等当社の指定する事
項を記入のうえ、解約希望日の２ヵ月前までに、当社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解約するこ
とができます。ただし、第６条（最低利用期間）の最低利用期間内で利用契約を解約する場合は、第２９条（最低利用
期間内に解約した場合の料金）の料金を適用します。
第２５条（当社が行う利用契約の解約）
　当社は、第２２条（利用の停止）の規定によりＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの利用を停止されたお客さま
が第２２条（利用の停止）の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
２．当社は、お客さまにおいて手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第
２２条（利用の停止）及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがあります。
３．当社は、第１項及び第２項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめお客さまにその旨をお
知らせします。

第８章　料金等
第２６条（料金の適用）
　サービス料金は、別表２料金表に規定するとおりとします。
第２７条（料金の計算方法）
　サービス料金には、Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの利用に関し、利用申込を承諾した時に発生する初期費
用、サービスを利用するための月額料金および契約事項の変更があった場合に発生する費用があります。初期費用は、
Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの利用契約毎に一時的に発生する料金であり、サービス用設備へのお客さまの
登録等に要する費用である加入料と、専用線ＩＰサービスの場合に、アクセス回線に第一種電気通信事業者の専用回線
を使用した場合には、単独で契約した場合の施設設置負担金および工事費等です。
２．サービス料金のうち月額料金については、次のとおりです。
（１）月額料金とは、お客さまが使用するＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの種類に応じて定まる基本サー
ビスの接続料とネットワーク接続装置使用料等のオプションサービスの利用料を合計した毎月一定額の料金です。
専用線ＩＰサービスの場合は、この他に加入者専用回線使用料（アクセス回線に第一種電気通信事業者の専用回線
を単独で契約した場合の回線使用料および回線終端装置使用料）が必要となります。
（２）月の途中でダイヤルアップサービスまたはＢフレッツ接続サービスの利用契約が開始された場合は、その翌
月分よりお客さまに請求いたします。
（３）月の途中でダイヤルアップサービスまたはＢフレッツ接続サービスの利用契約が解約された場合は、当月分
までお客さまに月額料金の全額を請求いたします。
（４）当社の責めに帰すべき事由によりＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスが全く利用し得ない状態（全く利
用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。）が生じた場合において、当社が当該状態が生
じたことを知った時から連続して２４時間以上の時間（以下「利用不能時間」といいます。）当該状態が継続した
ときは、当社は、お客さまに対し、お客さまからの利用不能時間分の減額請求に基づき、利用不能時間を２４で除
した数（小数点以下の端数は、切り捨てます。）
に月額料金の３０分の１を乗じて算出した額を、お客さまが当社に支払うべきこととなるＮｅｔｗａｖｅインター
ネットサービスの料金から減額します。ただし、お客さまが当該請求をし得ることとなった日から３ヶ月を経過す
る日まで当該請求をしなかったときは、お客さまは、その権利を失うものとします。

第２８条（サービスの種類および品目を変更した場合の料金）
　サービスの種類を変更（以下「契約変更」といいます）した場合、契約変更後のサービスが新たに発生したものとし
て、変更後のサービスに対して当該加入料金を適用します。
２．専用線ＩＰサービスの品目の変更があった場合の月額料金は、次のとおりとします。
（１）専用線ＩＰサービスの月額料金が減額となるサービス品目の契約変更の場合の料金は、変更前契約の最低利
用期間が経過するまでは、変更前契約の当該サービス料金を、最低利用期間経過後は、変更後契約の当該サービス
料金を、それぞれ適用します。
（２）専用線ＩＰサービスの月額料金が増額となるサービス品目の契約変更の場合の料金は、最低利用期間が経過
しているか否かに関らず、変更前契約の終了および変更後契約の開始が契約変更日にあったものとして、それぞれ
に当該サービスの料金を適用します。
３．契約変更後の最低利用期間は、契約変更日から起算します。
第２９条（最低利用期間内に解約した場合の料金）
　Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを第６条（最低利用期間）の最低利用期間内に解約した場合のサービス料金
の額は、解約前契約のサービス料金の種類により、次のとおりとします。
（１） ダイアルアップサービス（月額固定）およびＢフレッツ接続サービスの場合は、課金開始月から当該最低利
用期間の末日までのサービス料金の当該月額料金の額とします。

（２） ＬＡＮ型ダイアルアップサービスの場合は、課金開始日から当該最低利用期間が経過するまでの期間に該当
するサービス料金および当該期間のネットワーク接続装置使用料を合計した額とします。

（３） 専用線ＩＰサービスの場合は、課金開始日から当該最低利用期間が経過するまでの期間に該当するサービス
料金および当該期間のネットワーク接続装置使用料および当該期間の加入者専用回線使用料を合計した額
とします。

第３０条（料金の支払期日および支払方法）
　お客さまは、サービス料金等を当社が指定する期日までに支払うものとします。
２．お客さまは、サービス料金等を支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
３．お客さまはサービス料金等を当社の指定する金融機関に支払うものとします。ただし、ダイヤルアップサービスに
おいて、個人契約のお客さまが月額固定料金を選択した場合は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員
保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規定に基づき支払うものとします。
第３１条（割増金）
　お客さまは、サービス料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の２倍に相当する額を
割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第３２条（延滞利息）
　お客さまは、サービス料金その他の債務（延滞利息を除きます）について支払期日を経過してもなお支払がなされな
い場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年１４．６％の割合で計算して得た額を延滞利息と
して当社が指定する期日までに支払うものとします。
第３３条（消費税）
　お客さまが当社に対しＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法（昭和



６３年法律第１０８号）および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされている
ときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第９章　機密保持
第３４条（機密保持）
　当社は、Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの提供に関連して知り得たお客さまの情報を、お客さまの承認を得
た場合、法令に基づき利用、又は提供しなければならない場合を除き、第三者に漏洩しないものとします。
２．当社がこのサービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供することをお客さまは、あらか
じめ承認するものとします。

第１０章　損害賠償
第３５条（損害賠償の限度）
　第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、国外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として、
Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの利用不能状態が生じたことによりお客さまが損害を被ったときは、当社は、
当該損害を被ったお客さまに対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者等から受領した損害賠償の額
（以下「損害限度額」といいます）を限度として、損害の賠償をします。
２．前項のお客さまが複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全てのお客さまの損害に
対し、損害限度額を限度とします。この場合において、お客さまの損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、
各お客さまに対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該お客さまの損害の額に当該損害を被った全てのお客さま
の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第３６条（免　責）
　当社は、前条（損害賠償の限度）の場合を除き、お客さまがＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスの利用に関して
被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。
ただし、当社の故意または重過失に基づく場合はこの限りではありません。
第３７条（情報の管理）
　お客さまは、Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、Ｎｅｔｗａ
ｖｅインターネットサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第３８条（責任の分界点）
　加入者専用回線を利用するＮｅｔｗａｖｅインターネットサービスにおいては次のように責任の分界点を定めます。
（１）当社がルータを提供する場合には、設置するルータとお客さまの設置する構内ネットワークはイーサネット
で接続されることとし、責任分界点は、ルータとイーサネットとの接続点とします。
（２）お客さまが接続設備を用意する場合には、責任分界点は、ＤＳＵとフレーム変換器（ＣＳＵ）の接続点、ま
たはフレーム変換器とルータの接続点とします。

第３９条（専用線ＩＰサービスにおける技術的事項）
（１）当社がお客さまの接続先にルータあるいはフレーム変換器を提供する場合には、お客さまの指定する場所に
当社の設備を設置します。
（２）お客さまの指定する場所に当社が設置したルータおよびフレーム変換器は、当社が管理し運用を行います。

第１１章　雑　則
第４０条（協　議）
　この約款に記載のない実施上必要な細目については、お客さまと当社との協議によって定めます。

附　則
　　　（実施期日）
　　　１　この改正規定は、平成１９年４月６日より実施します。
　　　（経過措置）
　　　２　この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　３　この改正規定実施前に、年額料金での契約を締結されたお客さまに関する取扱いについては、次項に掲げるものの
ほか改正規定に規定する提供条件に順ずるものとします。

　　　４　前項に規定する年額料金での契約を締結されたお客さまに関する取扱いは、次のとおりです。
（１） サービス料金の計算方法
イ) 年額料金の1回の支払の対象となる利用期間は、利用契約開始月から同年翌月の月末までとし、以降は12
ヶ月毎とします。
ロ) 年額料金1対象期間の途中で解約した場合の年額料金は、年額料金1対象期間の当該年額料金と同額とし
ます

（２） 最低利用期間内に解約した場合の料金
イ) 最低利用期間が経過するまでのサービス料金の当該年額料金の額とします。
（３） サービス料金

項目 料金
通常サービス（個人契約）年額固定
デイタイムサービス（個人契約）年額固定

２０，０００円/年・回線（税込２１，０００円/年・回線）
１１，０００円/年・回線（税込１１，５５０円/年・回線）

　　　５　月額料金で契約されたお客さまは、年額料金に契約変更することができないものとします。
【別　表　１】
１．Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの内容
（１）Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの種類

種　　　類 内　　　　　　容
専用線ＩＰサービス アクセス回線に専用回線を使用して提供するインターネット接続サービスで、アクセスポイント

の接続口は、お客さま専用とします。
ダイアルアップ
　　　　ＩＰサービス

アクセス回線に電話回線（最大５６Ｋｂｐｓ）またはＩＳＤＮ回線（最大１２８Ｋｂｐｓ）等を
使用して提供するインターネット接続サービスで、アクセスポイントの接続口は、お客さまの接
続方法がLAN型の場合はお客さま専用とし、その他の場合は他のお客さまと共用となります。

Ｂフレッツ接続
サービス
ＮＴＴが提供するＢフレッツ（ベーシック）を使用して提供するインターネット接続サービスで
す。

備　　考 当社は、お客さまの要望により、上記以外の付帯サービスについて提供することがあります。
（２）インターネットサービスの品目
　　　・専用線ＩＰサービス

品　　　　目 内　　　　　　容
６４Ｋｂｐｓ接続サービス ６４Ｋｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス
１２８Ｋｂｐｓ接続サービス １２８Ｋｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス
１９２Ｋｂｐｓ接続サービス １９２Ｋｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス
２５６Ｋｂｐｓ接続サービス ２５６Ｋｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス
３８４Ｋｂｐｓ接続サービス ３８４Ｋｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス
５１２Ｋｂｐｓ接続サービス ５１２Ｋｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス
７６８Ｋｂｐｓ接続サービス ７６８Ｋｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス
１Ｍｂｐｓ接続サービス １Ｍｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス
１．５Ｍｂｐｓ接続サービス １．５Ｍｂｐｓの符号伝送用の専用回線で接続する専用線ＩＰサービス

　　　・ダイアルアップＩＰサービス
品　　　　目 内　　　　　　容

　ダイヤルアップサービス

　　・通常サービス
　　・デイタイムサービス

電話回線、ＩＳＤＮ回線等を利用し、お客さまの端末を接続するサービスです。
電子メールアカウントが個人は１個、法人は同名の電子メールアカウントが付属し
たＩＤと合計で最大２０個まで利用できます。
２４時間接続できます。
午前８時から午後８時までの間に四国内の当社指定のアクセスポイントに接続を開
始できます。（個人契約のみ）

　ＬＡＮ型ダイヤルアップ
　サービス

ＩＳＤＮ回線を利用し、お客さまのネットワーク（ＬＡＮ）を接続するサービスで
す。電子メールアカウントは最大５０個まで利用できます。

備　　考 オプションサービス等の詳細は、別に定めるサービスガイドを参照して下さい。当
社は、お客さまの要望により、上記以外の品目について提供することがあります。

　　　・Ｂフレッツ接続サービス
品　　　　目 内　　　　　　容

Ｂフレッツ接続サービス ＮＴＴが提供するＢフレッツ（ベーシック）を使用して提供するインターネット接
続サービスです。
電子メールアカウントは、最大２０個まで利用できます。

備　　考 Ｂフレッツのベーシック以外を使用するインターネット接続サービスは、ダイヤル
アップサービスのオプションとして提供します。（ビジネスを除く。）
オプションサービス等の詳細は、別に定めるサービスガイドを参照して下さい。当
社は、お客さまの要望により、上記以外の品目について提供することがあります。

２．サービス時間
毎日　０時～２４時とします。
また、当社の設備の保守等の都合で事前通知の上、運休することがあります。

【別　表　２】
１．Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービスの料金
　（１）専用線ＩＰサービス
　　　・基本サービス

項　　目 料　　金
加入料（加入時のみ） 　　５０，０００円／回線　(税込　５２，５００円／回線)
接続料（月額）

　６４ｋｂｐｓ 　　９５，０００円／回線　(税込　９９，７５０円／回線)
１２８ｋｂｐｓ 　１８５，０００円／回線　(税込１９４，２５０円／回線)
１９２ｋｂｐｓ 　２５０，０００円／回線　(税込２６２，５００円／回線)
２５６ｋｂｐｓ 　３５０，０００円／回線　(税込３６７，５００円／回線)
３８４ｋｂｐｓ 　４５０，０００円／回線　(税込４７２，５００円／回線)
５１２ｋｂｐｓ 　５５０，０００円／回線　(税込５７７，５００円／回線)
７６８ｋｂｐｓ 　６５０，０００円／回線　(税込６８２，５００円／回線)
　１　Ｍｂｐｓ 　７５０，０００円／回線　(税込７８７，５００円／回線)
１．５Ｍｂｐｓ 　９００，０００円／回線　(税込９４５，５００円／回線)

　　（注）お客さまが他のお客さまと共同利用される場合やお客さま自身がインターネットプロバイダになる予定がある場合
は、
　　　　　別途定めます。
　　　・オプションサービス

項　　目 料　　金
ドメイン名取得代行申請料（申請時のみ） 　２０，０００円／ドメイン名　(税込２１，０００円／ドメイン

名)
ＩＰアドレス取得代行申請料（申請時のみ） 　２０,０００円／一式　　　　(税込２１,０００円／一式)
ネットワーク接続装置使用料（月額）
　６４ｋｂｐｓ、１２８ｋｂｐｓ 　２０，０００円／回線　(税込２１，０００円／回線)
１９２ｋｂｐｓ～１．５Ｍｂｐｓ 　３０，０００円／回線　(税込３１，５００円／回線)

契約事項の変更に伴う手数料 　２５，０００円／回　　(税込２６，２５０円／回)
　（２）ダイヤルアップサービス
　　　・基本サービス

項　　目 料　　金
加入時料（加入時のみ）
　法人契約
　個人契約

　１０，０００円／契約　(税込１０，５００円／契約)
　　２，０００円／契約　(税込　２，１００円／契約)

接続料（月額）
　通常サービス（法人契約）月額固定
　通常サービス（個人契約）月額固定
　デイタイムサービス（個人契約）月額固定

　　５，０００円／月・回線　(税込　５，２５０円／月・回線)
　　１，８００円／月・回線　(税込　１，８９０円／月・回線)
　　１，０００円／月・回線　(税込　１，０５０円／月・回線)

　（３）ＬＡＮ型ダイヤルアップサービス
　　　・基本サービス

項　　目 接続速度 料　　金
加入料（加入時のみ） 　６４ｋｂｐｓ

１２８ｋｂｐｓ
　　２０，０００円／回線　(税込２１，０００円／回線)
　　３０，０００円／回線　(税込３１，５００円／回線)

接続料（月額） 　６４ｋｂｐｓ
１２８ｋｂｐｓ

　　２５，０００円／回線　(税込２６，５００円／回線)
　　３２，０００円／回線　(税込３３，６００円／回線)

　　　　（注）接続料にはネットワーク接続装置使用料は含まれません。
　　　・オプションサービス

項　　目 料　　金
ネットワーク接続装置使用料（月額）
６４ｋｂｐｓ、１２８ｋｂｐｓ

　２０，０００円／回線　(税込２１，０００円／回線)

契約事項の変更に伴う手数料 　２５，０００円／回　　(税込２６，５００円／回)
　（４）Ｂフレッツ接続サービス
　　　・基本サービス

項　　目 料　　金
加入料（加入時のみ） 　１０，０００円／契約　　　(税込１０，５００円／契約)

接続料（月額） 　　７，８００円／月・回線　(税込８，１９０円／月・回線)

Ｎｅｔｗａｖｅインターネットサービス契約約款

平成１９年４月

株式会社ＳＴＮｅｔ


